
埼玉県があなたのDXを

お手伝い！

埼玉県では、企業のデジタル活用に

よる変革（DX:デジタルトランスフォー

メーション）を支援するため、国・県・市

町村・経済団体・金融機関が連携した

ネットワークを構築しました。

デジタル活用を進めて生産性の向上

や新たな製品・サービスをつくりあげた

いが、何から手を付けていいのかわか

らない…。デジタル活用でどんなことが

出来るの？といったお悩み相談から、

デジタルツールの導入支援、人材育成

研修など、幅広い支援をおこなってい

ます。

詳細については、埼玉県DX推進支

援ネットワークHP、または下記からお

問い合わせください。

問合せ先：

埼玉県産業振興公社

048-621-7051

飲食店等への制限が緩和

される新制度「ワクチン・

検査パッケージ」が開始

埼玉県では、来店者のワクチン接種

歴や陰性の検査結果を確認することに

より、飲食店等の人数制限やカラオケ

設備の提供制限が緩和される「ワクチ

ン・検査パッケージ制度」を新たに開始

しました。

この制度に登録することで、感染再

拡大時における緊急事態措置等の状

況下においても、同一クループの同一

テーブルでの5人以上の会食やカラオ

ケ設備の提供が可能となるなど、宴会

の場やカラオケ設備を提供する事業者

の方にメリットの大きい制度です。

登録は電子申請、または郵送にて受

け付けています。

問合せ先：

埼玉県中小企業等支援相談窓口

0570-000-678
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補助金などのお役立ち情報をお届けします

国・中小企業庁HP 埼玉県HP
事業者向けページ

横瀬町HP
事業者向けページ

中小企業融資制度資金借入
利子補給金

対象資金
日本政策金融公庫の

国民生活事業における事業資金

対象補助者
町内に事業所を有する
中小・小規模事業者

補助額
前年の年間利子支払額の20%以内
（1事業主につき上限10万円）

創業資金借入利子補給金

対象資金
埼玉県制度融資資金及び日本政策
金融公庫の融資制度資金のうち、

創業者を対象とするもの

対象補助者
町内で創業後２年未満の

個人又は法人

補助額
前年の年間利子支払額の全額
（1事業主につき上限20万円）

事業資金の借入に対し、

利子補給を実施しています

横瀬町では、対象資金を利用した事

業主に対し、以下の2つの制度で利子

補給を行っています。

借入資金ごと（借換した場合も含む）

に申請が必要となります。 対象資金

の利子を償還中の補助対象者は利子

補給の対象となりますので、該当する

方で利子補給を受けていない方は役

場振興課までお問い合わせください。

問合せ先：

横瀬町役場振興課 ２５－０１１４


